
1．学会財政の推移： 
単年度収支の赤字，繰越金の枯渇

1）収支・繰越金等の状況（表）
　本学会の財政状況は，2006 年度以降，一部の年度
を除いて単年度での赤字決算が常態化している．その
原因は，次の通りである．

① 2006 年度以降「国際交流費」を一般会計支出か
ら計上したこと（2011 年度まで）．

② 2009 年度以降，「管理費」（会議費，旅費）が増
大したこと．特に本学会においては，大会シンポ
ジウム等の報告者を全国域から求める性格に加え
て，常務理事の人材も全国域から登用しているた
めに，企画関係旅費と会議旅費の増加がみられる．

③ 2011 年 3 月に発生した東日本大震災に伴う影響
により，2011 年度早稲田大会における報告要旨
集の収入が減少するとともに，大会延期等に伴う
処理経費が増加したこと．

④ HP 等の情報対応や大会関係費の増加（開催校
の会場代発生に伴う大会費の増額等），学会運営
の複雑化に伴う農林統計協会への業務委託費（出
来高分）が増加したこと．

⑤ その一方で，会費収入が横ばいの状況にあり，
学生会員をはじめとする会費の納付率が向上して
いないこと．

　この結果，2008 年度には 1,000 万円近くあった繰越
金が底をつき，2012 年度末には約 20 万円，2013 年度
予算では僅か 5,000 円程度という事態となった．
2）ストック・特別会計の状況

　フローで見た本学会の財政状況は極めて厳しい状況
に陥っている一方で，ストック（特別会計等）は，次
のように比較的潤沢な状況にある（数字は，2014 年 2
月末現在）．

① 学会誌発行引当金（科研費不採用時の繰入のた
め の 準 備 金： 年 間 100 万 円 程 度 を 想 定）：
7,500,000 円

② 特別会計Ⅰ（主に名誉会員の寄付金によるも
の）：6,251,551 円

③ 特別会計Ⅱ（1991 年国際学会開催時の農業団体
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や経済界からの寄付金によるもの）：32,769,163
円

④ JB 基金（特別会計Ⅱの中で，国際農業経済学会
日本支部の解散に伴って本学会が継承した基金で
あり，若手研究者の渡航費用に充てられるも
の）：1,728,849 円
3）会計監事からの指摘事項

　こうした学会の財政状況を受けて，2012 年度末の
総会において，会計監事からの次のような厳しい指摘
を受けた（抜粋）．
　「この数年間，単年度の赤字を繰越金の減少により
対応してきましたが，今年度において，繰越金を使い
果たし，引当金により充当したことです．来年度の予
算は引当金を充当することを前提としております．こ
のままでは，引当金も底をつくことになりますので，
会議費，旅費などの抜本的な経費の削減及び収入増を
検討する必要があります．これまで，多額の繰越金を
前提として，単年度会計では赤字となるような予算を
作成してきましたが，単年度会計で収支が合うように
することが早急な課題となっております．
　関連して，国際農業経済学会開催時の農業関連団
体・財界からの寄付に由来する特別会計Ⅱの有効活用
があります．今年度から国際交流費に利用されていま
すが，農業経済学会の会計が厳しくなるなか，特別会
計Ⅱの活用方法を検討していく必要があります．
　繰り返しますが，繰越金が底をついた状況を踏まえ，
早急な見直しを求めます」．

2．学会財政の今後の見通しと課題

　こうした事態を受けて 2013 年度は，財務も含めた
学会運営の改善を行うために会長，副会長，庶務・財
務・企画・国際・情報等の役付常務理事による幹事会
が 3 回開催された．
　特に財務問題については，①今後も会費収入の大幅
な増加は期待できない，②常務理事の構成メンバーが
全国域にならざるを得ないことや，大会企画の充実等
の事業の活性化のためには一定の財政支出が必要，③
特に，国際化・情報化対応や学会業務を円滑に進める
ための事務局経費等の支出が増えることが予想される，
という認識に立ち，a）管理費（とりわけ旅費）の管
理・運営の厳格化と削減，b）特別会計の活用，c）
以上を実行するための取り扱いルール（規程，細則，
内規，申し合わせ，要領など）の整備を行うことを方
針とし，常務理事会において提案・承認を得ながら実
行できるところは前倒しで取り組んできたところであ
る．その際，ポイントとなる特別会計等の今後の見通

しと課題については，次のように認識することができ
る．
　第 1 に，学会誌発行引当金（850 万円）については，
科研費不採用もしくは科研費の趣旨変更（国際発信な
ど）が行われると，和文誌発行のために科研費が使え
ないという事態が想定される．この結果，従来の年間
100 万円の繰入では済まされなくなり，8 年以内で底
をつく可能性がある．したがって，例えば英文ジャー
ナルの編集・発行を国際化対応と位置づけて，特別会
計Ⅱからの支出を行うことも検討しなければならない．
　第 2 に，特別会計Ⅰ（約 630 万円）については，学
会賞関連の経費として例年 10～30 万円程度を支出し
てきた（2012 年度は 15.1 万円）．今後は，特別会計Ⅰ
を学会活性化（企画関係，他学会との連携，学会運営
の改善等）のために有効に使うことを検討する必要が
ある．
　第 3 に，特別会計Ⅱ（約 3,300 万円，JB 基金 180
万円を含む）については，主に，国際学会基金援助

（毎年）で 50 万円程度，国際シンポ開催（2 年に 1 度）
で 120 万円程度，つまり 2 年間で 220 万円（年間 110
万円）程度使用している．したがって，JB 基金を除
いた分を約 3,000 万円とすれば，今後 27 年間の予算
が確保されていると判断される．ただし，これからの
国際シンポの開催頻度や英文誌の発行をはじめとする
学会の国際化対応いかんによっては支出が増えること
が予想される．
　なお，JB 賞については，1 回につき 30 万円（1 人
10 万円×3 人）の支援，3 年に一度の国際学会開催と
すると，6回分（2012年大会を含む）で15年後（2027
年）の大会まで予算が確保されていることになる．

3．学会財政の改善に向けて

1）特別会計に関するルールの整備
　まず特別会計Ⅰの支出については，従来通り学会賞

（副賞，学会賞選考委員会の開催費用，関連する通信
費等）およびポスター賞に関するものに加えて，常務
理事会の議を経て理事会で承認された場合，学会活動
の活性化のために使用することができることとした．
ただしこの場合，1 会計年度の支出は 50 万円を上限
とし，特別会計Ⅰとして最低 200 万円を恒久的に確保
することとした．
　次に，特別会計Ⅱの支出に関しては，1 つは従来通
り国際交流事業に関するものとして，①国内で開催す
る本学会主催の国際シンポジウムへの海外招聘者の出
席旅費，②関連する国際学会への支援金，③本学会の
要請による，海外で開催される国際シンポジウムへの
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学会員の派遣旅費，④国際農業経済学会への本学会若
手会員の派遣旅費（JB 基金）と規定した．そのうえ
で学会の国際化対応に関することとして，①学会誌の
アーカイブ化，学会の活動や研究成果を海外に発信す
る事業，②その他，国際化対応等に関することで常務
理事会の議を経て理事会で承認された事項，として支
出のルールを定めた（註 1）．
2）学会財政の改善に向けて

　以上のような特別会計の活用とそれに伴うルール整
備によって，当面（2 期 4 年間程度）は単年度の収支
均衡を保ち，多少でも繰越金を蓄えていくことが必要

である．そのためには，①管理費（とりわけ旅費）の
管理・運営の厳格化，②会費滞納者対策をはじめとす
る会費徴収方法の改善，③広告料等，会費収入以外の
収入増加策の検討が必要である．また，科目の変更に
よる学会財務状況の「見える化」を進めることや，担
当者同士のスムースな引継ぎと業務遂行を図るために，

「半数入替方式」の工夫などが必要である（註 2）．
　最後に，学会財政の健全化のためには，実費徴収の
考え方に理解を得ながら速やかな会費納入が行われる
等，会員諸氏のさらなる意識向上と協力が不可欠であ
ることを強調しておきたい．
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註 1）　このほかに，大会参加費の改定やセッション時における会場代等の実費徴収を行うとともに，旅費や大会関係
経費に関する内規，会議時の食事代等の支出に関する申し合わせを定めて，支出ルールの厳格化と費用の削減をは
かった．

註 2）　この点に関して，2012～13 年度担当の北川がもう 1 年継続することによって改善をはかった．また，決算期日
から会計監査および予算策定まで期間が極めて短く，学会事務局に過大な負担をかけていたことから，会計年度を 
1 カ月早めて，2 月 1 日から翌年 1 月末日までと改めた．

要旨：本学会の財政状況は，単年度での赤字決算が常態化している．しかしその一方で，特別会計は，
比較的潤沢な状況にある．こうした事態を受けて，特別会計をはじめとする支出に関するルールの整備
を行った．当面（2 期 4 年間程度）は単年度の収支均衡を保ち，多少でも繰越金を蓄えていくことが必
要である．したがって，学会財政の健全化のためには，速やかな会費納入が行われる等，会員のさらな
る意識向上と協力が不可欠である

キーワード：慢性的な赤字体質，特別会計をはじめとする支出に関するルールの整備，会員のさらなる
意識向上と協力


